
三戸町の被保険者が町外の地域密着型サービス事業所を利用する場合の流れについて 

 

事業者 
（Ａ町の事業所） 

三戸町 
（保険者） 

事業所が所在する 
市町村（Ａ町） 

利用者・居宅介護支援事業者 
（被保険者） 

①町外の事業所の 
利用を希望 

②利用受入れを検討 ②町外の事業所を利用 
できる基準に該当する 
か検討 

③ 内 諾 

③ 内 諾 

④利用申立書を提出 
し、利用希望を申立 

⑤申立書を受付 

⑥利用希望（申立書） 
について審査 

⑦指定について 
同意依頼 

⑧同意する旨を回答 

⑨指定申請書提出 ⑩指定申請書受理 

⑪書類審査 

⑫指定決定・公示・ 
指定通知送付 ⑬指定通知受理 

⑭サービス利用・提供開始 

連絡 

連絡 

書⾯で提出 

通知 

書⾯でやり取り 

②他町から指定の同意 
依頼を受ける基準に該 
当するか検討 

③ 内 諾 


